
子どもとのコミュニケーションの
とり方が難しい

育児や家事について
もっとリアルな話が聞きたい

パートナーと協力したいけど、
何をすればいいのかわからない

家事は苦手だけど、
何か得意なことをつくりたい

SNSや育児本の情報に振り回されて、
正解がわからなくなっている

周りに子育てをしている男友だちが少なくて、
相談できる人がいない

こんな方におすすめです

家族参加歓迎

託児あり

参加無料

&

２０２５年７月１９日 〜全　　回
開催
7 土

２０２6年1月24日土

家族の笑顔のためにがんばる

詳しい内容・お申し込み・お問い合わせは裏面をご覧ください

社会全体でスクラムを組んで、家事や育児をがんばる
パパ・ママたちを応援する「えひめスクラムプロジェクト」。

毎年好評のワーク＆交流会は、
もっとパパを楽しむための内容が満載です！

昨年は２００名以上の方にご参加いただきました。
家事のコツや親子コミュニケーションに役立つヒントも！
パパ同士の交流や、家族の思い出づくりもできる、

楽しい交流会にぜひご参加ください！

愛媛県家事参画・育休支援事業 2025



※イベント内容及び会場は予告なく変更・終了する場合があります。

2026年
※昨年のイベントの様子

昨年のイベント参加者の声

受託業者 株式会社エス・ピー・シー主  催 愛  媛  県

90%以
上

昨年参加者

満足度

8月9日●土
親子で楽しいお魚クッキング

日時

お魚のプロ「シーフード
マイスター」が、初心者
でもできる三枚おろし
を伝授します！骨抜き
やウロコ取りは親子で
夢中になれる面白さ。
お子さまの食育や自由
研究にもぴったり！

10時～12時

講師

定員

会場

シーフードマイスターがやってくる！

日時

八幡浜市シーフードマイスター連絡協議会

松山市男女共同参画推進センターCOMS

15組

11月1日●土
プロカメラマン写真講座

日時

昨年好評だった写真
講座が再び！プロが優
しく丁寧に撮影のポイ
ントを実践レクチャーし
ます。お子さまの情操
教育にもなるスポット
で、家族のベストショッ
トを残しませんか？

10時～12時

講師

定員

会場

プロの撮影テクニックを習得！

日時

プロカメラマン

八幡浜港フェリーターミナルビル

10組

補助輪はずし講座in今治

お子さまの一生に一度
の自転車デビューを応
援！プロのサイクリン
グアスリートが、ご家庭
でもできるアシスト方
法を伝授します。あそ
び場ナナイロ無料利用
特典あり！

講師

定員

会場

パパのサポートで成功体験を！

11月22日●土日時 10時～12時日時

Velolien松山

アシックス里山スタジアム（今治市）

10組

12月6日●土
親子ＤＥなわとびin内子

日時

お子さまのなわとび
マスターを一緒にサ
ポート！パパも童心に
かえってゲームに挑戦
して、親子でコミュニ
ケーションをとりなが
ら体力づくりしよう！

10時～12時

講師

定員

会場

パパもみんなも楽しくマスター！

日時

一般社団法人 愛媛県なわとび協会

内子町文化伝習センター  トレーニング室

10組

7月19日●土
親子おかたづけ講座

日時

おかたづけの達人が
親子で楽しくできる片
付けのコツを教えます。
おうちスッキリ、ママは
ニッコリ。夏休みの自
由研究用資料と木育
ひろば「木音」チケット
プレゼント！

10時～12時

講師

定員

会場

パパもおうちスッキリ名人に！

日時

お片付けの学び場。  代表 上原千鶴

ワクリエ新居浜

10組

補助輪はずし講座in松山

四国初のプロサイクリ
ングチームVe l o l i e n
松山の選手が、お子さ
まの一生に一度の自転
車デビューを応援！ご
家庭でもできるアシス
ト方法を伝授します。

講師

定員

会場

プロアスリートの技でパパ力UP！

11月15日●土日時 10時～12時日時

Velolien松山

だんだんPARK（松山市）

15組

親子DEなわとびin松山

日時

レベルに合わせて教えて
くれるのでなわとびが苦
手なお子さまも楽しく跳
べます。どこでも手軽に
できるので、家族コミュニ
ケーションにも一役買い
ます。パパのかっこいいと
ころも見せられるかも⁉

1月24日●土 10時～12時

講師

定員

会場

パパと楽しくチャレンジ！

日時

一般社団法人 愛媛県なわとび協会

松山市総合コミュニティセンター

15組 楽しみながら子どもの新たな
一面を知る事が出来ました。

あえて「ママが居ない」という
空間を創る事にも各々意義が
あると感じました。

はじめての参加で緊張しました
が子どもが騒いでも快く受け
入れてくれる雰囲気がとても
よかったです。

えひめスクラムプロジェクト

えひめスクラムプロジェクト事務局

お申込み・お問い合わせ

【メール】share@ehime-scrumproject.jp 
【電話】089-945-1139
【H  P】https://ehime-scrumproject.jp/

お申込みは
サイトフォームから
受付中！

…

中予 東予 南予

参加費無料！各分野の専門家が教えます

どの回でもご応募可能！お申し込み受付中！ ※定員に達し次第受付終了

子育て中のパパ、家事・育児について学びたい人参加
対象



アシェ事
推進キャンペーン

応募
期間

１
～ ９

30

応
募
方
法

≫

主催：愛媛県

愛媛県在住者限定

愛媛県では夫婦間での家事シェアを推進するため、家事分担の見直しを行ったご家庭に
抽選で家事グッズをプレゼントするキャンペーンを実施します。

第１弾：家事シェアBOOK先着50名、グッズ当選100名、11月発送予定。
第２弾：家事シェアBOOK先着50名、グッズ当選100名、２月発送予定。
厳正な抽選の上、当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。
なお、当キャンペーン詳細につきましては、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

当選
商品

合計200名様に当たる！

お
し
ら
せ

「えひめスクラムプロジェ
クト」として家事・育児関
連イベント等を実施します
ので、ぜひご参加ください。
特設サイトはこちら。

令和６年度のキャン
ペーン結果はこちら。
ぜひ家事シェアの参考
にしてください。

専用フォームから、家庭内の家事・育児の現状を確認し送信！

＼さらに抽選で／

家

７

10
１
～ 12

30

「家事シェアスタイルブック」

＼各回先着50名様にプレゼント／

家事グッズ 3,000円相当

シ
推進キャンペーン

事
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専用フォームよりお申し込み、
受講料を振込にてお支払いください

事前解説シート・ホームワークURLを
事務局より参加者へメールで送付します

講座開催前日までにホームワーク※を実施してください

講座を受講

1

2

3

4

□「ライフシフトの法則」等、解説動画の視聴
□「変身資産（変わる力）アセスメント」200問 WEB回答
□「ライフシフトサイクル（人生の棚卸し）」シート記入

※

受
講
の
流
れ

先行きの見えない変化の時代を長く生きていく私たち。このままでいいのか、この

先どうすればいいのか、もやもやとした気持ちを抱えている人も多いようです。

「ライフシフトの旅」は、そんな「もやもや」を「ワクワク」に変えて、100年ライフを楽

しむ旅の一歩を踏み出すことを目指すワークショップです。「ライフシフトの4つの

法則」をフレームワークとして、100年ライフをポジティブに捉え、自分らしさを発

見し、ワクワクする未来地図を描いていきます。

2025

13:30～16:30
（開場13:00）

11.29

S
A
T

気軽に参加できる
“ライフデザイン”ワークショップ！

ラ

イ
フ
デ
ザイ

ンワークショッ
プ

LIFE

人生の棚卸し「マイ・ライフストーリー」

進むべき道を探る「価値軸カード」

自身の「心のアクセル」と「心のブレーキ」を
自覚する「変身資産アセスメント」

独自のアセスメント＆ツールを活用

サイボウズ松山オフィス
松山市二番町3丁目7－12
QUALITA MATSUYAMA 3階

場  所

20名定員3,000円※受講料

※「変身資産アセスメント」受検料含む。

※プログラムや使用ツールは、変更になる場合がございます。

オリエンテーション
□プログラムの紹介

□ライフシフト概論・法則を学ぶ

アイスブレイク □参加者自己紹介

ライフシフト

サイクル

□ライフシフトサイクルの共有
「5つのステージ」経験と「旅の仲間」のリフレクション

□ライフシフトサイクルのまとめ
　ライフシフトサイクルの今後の活用法を学ぶ

変身資産

アセスメント

□「変身資産アセスメント」解説
開発思想、心のアクセルとブレーキのレクチャー

□変身資産の自己分析・グループディスカッション
自身の心のブレーキとアクセルの探索、アセスメントの活用法

未来地図＆

スモールステップ
□未来地図・スモールステップ作成
100年ライフをデザインする旅の一歩を踏み出す、共有と対話

クロージング □全体共有・まとめ（各グループの内容、感想を発表）

プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成
（
3
時
間
）

人生100年時代を楽しむための

「人生設計」の立て方を

仲間と学ぶ、3時間。

初開催!

キャリアコンサルタント／
(株)エス・ピー・シー 常務取締役

● ライフシフト・ジャパン認定ライフシフトパートナー
● ライフシフト・ジャパン認定KXオーガナイザー
● 国家資格2級キャリアコンサルティング技能士
● 国家資格キャリアコンサルタント
● 日本産業カウンセラー協会認定産業カウンセラー
● 日本キャリア開発協会認定CDA　　

横山ぬい 

ライフシフト・ジャパン認定講師

愛媛で

ただ一人

※フォームに必要事項を入力・送信した後、受付完了の自動返信メールが
　届きます。指定の口座に受講料を支払えばお申込み完了です。

主      催：愛媛県（少子化対策・男女参画課） 

企画・運営：株式会社エス・ピー・シー［お問合せ］089-945-1139 ※複数人でご参加の場合も個人ごとのお申込みが必要となります。

ライフシフトの旅のお申込みはこちらから







   

過について（島根県） 

 

 

≪会議関係≫ 
 

○ ９月４日 第 42 回四国地区労働委員会公益委員連絡協議会 

   「和解の取組について」など３件 

○ ９月 12 日 第 1355 回公益委員会議 

   「労働組合の資格審査について」など 2 件 

○ ９月 17 日 第１２４７回愛媛県労働委員会総会 

「会長及び会長代理の選挙について」など５件 

○ ９月 26 日 第１２４8 回愛媛県労働委員会総会 

「争議行為の予告について」など９件 
 
 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 
 
○ 審査事件 

事件番号 業種 申立年月日 
労働組合法 
７条該当号 

申立内容 終結状況 

６年(不) 
第 １ 号 

福祉業 R6.３.21 １,３ 
不利益取扱い是正 
支配介入の禁止 
謝罪文の掲示等 

R7.9.25 
一部認容 

 
 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 
 
○ 労働相談 

  相談者数 相談件数 

９ 月 ２６ ３８ 

累計（４月～） １２０ １７０ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

  

労働委員会の窓（令和７年９月分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金改正のお知らせ 
 

  令和７年１２月１日から愛媛県最低賃金は、 

 

   １時間 1,033 円です。 

 

●業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種支援

制度の活用をご検討ください。 

 

  ■お問い合わせ先 

  愛媛労働局  賃金室     （電話  089-935-5205）   

   又は、最寄りの労働基準監督署 

 

 







従業員の教育訓練や資格取得を応援する事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL070707保01

教育訓練休暇給付金のご案内（簡略版）

事業主の皆さまへのお願い

事業主

向 け

支給までの流れ ハローワーク労働者事業主

雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、

休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

教育訓練休暇給付金は、一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、

教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件になっています。

給付金を受けるのは労働者本人ですが、手続に関して事業主の皆さまのご対応が必要です。

下記の支給までの流れをご確認ください。

解雇等を予定している労働者は、教育訓練休暇給付金の支給対象にはなりません。

なお、解雇等を予定している労働者について、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象になります。

詳しくは「教育訓練休暇給付金のご案内」（パンフレット）及び厚生労働省ホームページを御確認いただき、

ご不明な点はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します。（規程例はパンフレットをご参照ください）

教育訓練休暇の

取得について合意

教育訓練

休暇開始

休暇開始日から起算して30日を

経過するごとに認定申告書を提出

教
育
訓
練
休
暇
に
関
す
る
就
業
規
則
等
の

整
備

左
記
の
書
類
を
労
働
者
本
人
に
対
し
て
交
付

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
賃
金
月
額
証
明
書
等
を

提
出

事
業
主
に
教
育
訓
練
休
暇
取
得
確
認
票
を

提
出

事
業
主
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
全
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
提
出

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出
（
初

回
）

審
査
・
支
給
決
定

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出

審
査
・
支
給
決
定

受
給
資
格
決
定
通
知
の
交
付
、
初
回
認
定

の
日
程
等
を
案
内

休暇開始日か
ら起算して

10日以内

休暇開始日から起算して30日以内

事
業
主
に
賃
金
月
額
証
明
票
・
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
支
給
申
請
書
等
を
交
付

一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、労働者本人から教育

訓練休暇取得確認票が提出されます。内容を確認して、必要事項を記入します。

その上で、労働者の休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載

した賃金月額証明書をハローワークに提出してください。（その際、必要事項を記入した教育訓練休暇取得確

認票、就業規則等の写し、賃金台帳、出勤簿等を添付してください）

賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票（事業主控え、本人手続用）

及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。賃金月額証明票（本人手続用）及び教育訓練休暇給付金

支給申請書は、一般被保険者である労働者が教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になります

ので、速やかに労働者本人に交付してください。

注意



都道府県労働局・ハローワーク LL070707保02

教育訓練休暇給付金のご案内（簡略版）

加入期間 ５年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

所定給付日数 90日 120日 150日

主な支給要件

支給までの流れ

教育訓練休暇の取得に当たっては、事業主の承認・手続が必要になりますので、教育訓練休暇の取

得にあたっては、事業主の方とよくご相談ください。また、教育訓練休暇給付金の支給に関しては、

別途詳細な要件がありますので、「教育訓練休暇給付金のご案内」（パンフレット）及びホームページ

をご確認いただき、ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークまでお問い合わせください。

給付日数・給付日額等

教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として、一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく

給付金を受給できません（ただし、教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません）。

注意事項

• 休暇開始前２年間に12か月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象になります)

• 休暇開始前に５年以上、雇用保険に加入していた期間があること
（離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)

• 業務命令によらず、就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること

雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。

給付日額は、原則休暇開始前６か月の賃金日額に応じて算定されます（失業給付の算定方法と同じです）。

教育訓練休暇の

取得について合意

教育訓練

休暇開始

ハローワーク労働者 事業主

休暇開始日から起算して30日を

経過するごとに認定申告書を提出

教
育
訓
練
休
暇
に
関
す
る
就
業
規
則
等
の

整
備

左
記
の
書
類
を
労
働
者
本
人
に
対
し
て
交
付

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
賃
金
月
額
証
明
書
等
を

提
出

事
業
主
に
教
育
訓
練
休
暇
取
得
確
認
票
を

提
出

事
業
主
か
ら
交
付
さ
れ
た
書
類
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
全
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
提
出

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出
（
初

回
）

審
査
・
支
給
決
定

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
認
定
申
告
書
を
提
出

審
査
・
支
給
決
定

受
給
資
格
決
定
通
知
の
交
付
、
初
回
認
定

の
日
程
等
を
案
内

休暇開始日か
ら起算して

10日以内

休暇開始日から起算して30日以内

事
業
主
に
賃
金
月
額
証
明
票
・
教
育
訓
練
休

暇
給
付
金
支
給
申
請
書
等
を
交
付

労働者

向 け

雇用保険の一般被保険者が、在職中に職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、

休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

スキルアップやリ・スキリングに取り組もうとする皆さまへ

額面月収 給付月額

350,000円 約195,000円

＜支給額のイメージ＞＜給付日数＞



〜障害者雇用に関する優良な中小事業主として「もにす認定」 

を受けた事業所の職場見学＆セミナーを開催します。〜 

※「もにす認定制度」とは障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制度です。 

障害者の働く現場を見学していただき、障害者の雇用管理や職場定着のための支援など一緒に学んでみませんか。 

 

開催日時 令和７年１０月２８日 （火） 

       １３：３０～１５：３０ （１３：００から受付開始） 

      

場   所 大王製紙保安検査システム（株） 

（四国中央市三島紙屋町５－２ 大王製紙本社ビル ２階） 

 

定   員 ２０名 先着順 １０月１７日（金）締切 （定員になり次第締切） 

 

そ の 他 現地集合・現地解散・参加費無料 （駐車場は大王製紙本社ビル前です） 

申込方法 下記 URL もしくは２次元バーコードの申込フォームに入力してください。 

https://forms.office.com/r/UTjuW44yxL 
 
 
２次元バーコードはこちら→ 

 

 
 
 
 
 



中小企業等多くの皆さまに活用していただけるよう、業務改善助成金の対象事業所の範囲

を拡充します。具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業

所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受

けることが出来ます。

９月５日から対象事業所を拡充

令和７年度業務改善助成金を一部変更します

また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引

上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象

事業場内最低賃金がX＋50円までの

事業所が対象となります。

＜例：地域別最低賃金が改定前 X 円、改定後 X+63円（引上額63円）の場合＞

事業場内最低賃金がX＋51円～ X＋62円

までの事業所が対象となります！
※ 事業場内最低賃金が改定後地域別最低賃金と同額の場

合は対象外

事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満まで の事業所が対象

従来

拡充

拡充のポイント

①対象事業場の拡大

改定前の地域別最低賃金X 円

X＋50円

対象範囲
（50円）

（A社）事業場内最低賃金（X＋55円）

（※）X 円～ X＋50円の事業者のみが申請対象

（A社）事業場内最低賃金
（X＋55円）

X ＋63円

（※）X＋51円～ X＋62円の事業者も申請対象となる

（B社）事業場内最低賃金
（X＋30円）

X＋50円

X 円 改定前の地域別最低賃金

（B社）事業場内最低賃金（X＋30円）〇

×

〇

〇

対象範囲の拡充

改定後の地域別最低賃金



業務改善助成金についてご不明な点は、

業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

お問い合わせ

（R7.8）

②賃金引上げ後の申請

従来

必要な手続き：申請書や見積書のほかに、以下の書類の提出が必要です。

・賃金引上げ計画

・事業実施計画（設備投資等の計画）

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。

• 事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確

認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。

• 申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

• 申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 同一事業所の申請は年度内１回までです。

事業実施計画 賃上げ計画 を提出し、計画の審査
を受けます。

（審査の上、交付決定を受けたら）

・計画に基づく賃上げの実施

・計画に基づく設備投資等の実施

拡充

賃金引上げ後の申請は不可

賃金引上げ計画の事前提出について省略可能

令和７年９月５日から令和７年度当該地域の最低賃金改定日の前日まで（※）に賃金

引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました

申請前に賃金引上げ計画を立て、申請後に賃金を引き上げる必要があります

必要な手続き：申請書や見積書のほかに、以下の書類の提出が必要です。

・賃金引上げ結果

・事業実施計画（設備投資等の計画）

賃上げ結果事業実施計画

交付申請書・事業実施計画な

どを事業場所在地を管轄す

る都道府県労働局に提出

審査・
交付決定

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告
審査

支
給

助成金支給までの流れ

注意事項

※同期間以外の賃金引上げは一切対象となりませんのでご注意下さい。

を提出し、計画の審査
を受けます。

（審査の上、交付決定を受けたら）

・計画に基づく設備投資等の実施



知っていますか？

フリーランスの取引に関する新しい法律

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が

2024年11月１日に施行されました。

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と

②フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

法律の適用対象

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」（事業者間取引）

フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も

含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

例：フリーランスとして働くカメラマンの場合

⚫ この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」 「業務委託事業者」とされて

いますが、このリーフレットでは伝わりやすさを優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。

⚫ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以

上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります。

⚫ 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業

務委託を受けている場合には、この法律における「フリーランス」にあたります。

⚫ なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準

法等の労働関係法令が適用されます。

企業

(従業員を使用)

フリーランス
(従業員を使用していない)

この法律の対象

消費者

消費者・企業

(不特定多数)

この法律の対象外

企業が宣材写真の

撮影を委託

（事業者からの委託）

消費者が家族写真の撮影を委託

（事業者ではなく消費者からの委託）

自作の写真集をネットで販売

（委託ではなく売買）



⚫ 発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の情報につい

ては、関係省庁のホームページをご覧ください。

⚫ 項目①～③については、公正取引委員会・中小企業庁、

項目④～⑦については、厚生労働省（都道府県労働局）

までお問合せください。

法律の内容

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

発注事業者 フリーランス

• 業務委託の相手方である事業者

• 従業員を使用していない

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用していない

※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用している

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用している

◼ 一定の期間以上行う業務委託である

※「一定の期間」は、③は１か月、⑤⑦は６か月です。
契約の更新により「一定の期間」以上継続して行う
こととなる業務委託も含みます。

①、②、④、⑥

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦

義務項目

義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

①
書面等による取引条件

の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をし

た日」「給付を受領／役務提供を受ける日」「給付を受領／役務提供を受ける場所」「（検査を

行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」

②
報酬支払期日の設定・

期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期

日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為

フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはな

らないこと

●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制

●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと

• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
※募集情報を掲載する際には、氏名（名称）・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場

所・報酬（６情報）の記載が必要。

⑤
育児介護等と業務の

両立に対する配慮

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる

よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

（例）

※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由につい
て説明することが必要。

⑥
ハラスメント対策に

係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦
中途解除等の

事前予告・理由開示

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

・原則として30日前までに予告しなければならないこと

・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと

内閣官房

①

「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下
げたい」との申出に対し、納期を変更すること
「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業
務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など

・

・

令和７年９月改訂



男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
１．健康診査等をうけるために必要な時間の確保

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導、健康診査を受
診するために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。

妊娠中の場合・・・
妊娠23週まで → ４週間に１回
妊娠24週～35週まで → ２週間に１回
妊娠36週～出産まで → １週間に１回

出産後１年以内の場合・・・
医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示に

基づいて必要な時間を確保する必要があります。

２．指導事項を守ることができるようにするための措置

妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導
を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるように
するために、事業主は必要な措置を講じなければなりません。

措置の具体例
①時差出勤や勤務時間の短縮
②休憩時間の延長、休憩回数の増加
③長時間の立作業が必要な業務の場合、椅子を配置し適宜休憩を可能にす
ｐる など

愛媛労働局 雇用環境・均等室
TEL：０８９（９３５）５２２２

お問合せ先

ご留意ください！！

妊娠中及び出産後の母性健康管理の措置を求め、又は当該措置を
受けたことによる不利益な取扱いは禁止されています。

母性健康管理指導事項連絡カードを利用しましょう！

【パンフレット（働く女性の母性健康管理のために）のご案内】
母健連絡カードの様式（p10~11）や、就業規則への規定例（p25~27）が

記載されています。詳細につきましてはパンフレットをチェック↓↓

「母健連絡カード」とは、医師等が行った指導事項の内容を、妊産婦であ
る女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。

～母健連絡カード利用の流れ～

主治医等 妊娠中又は出産
後の働く女性

②母健連絡カードに
あ指導事項を記載

①健康診査等を受け
ある

③母健連絡カード
あを提出し、措置
あを申し出る

④母健連絡カード
あの記載内容に応じ
あた措置を講じる

事業主

事業主の
みなさまへ



 

 

愛媛労働局からのお知らせです。 

 

 

10 月 31 日（金）は、労働保険（労災保険・雇用保険）料の第２期分の納付期限となっておりま

す。 

対象となる事業主の皆様には、10月 16 日頃に納付書をお届けしますので、最寄りの金融機関に

て納付をお願いします。 

  

御不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

  問合せ先：松山市若草町４－３ 

愛媛労働局労働保険徴収室 TEL０８９－９３５－５２０２ 



愛媛県社会保険労務士会無料相談会 

 

毎年１０月は「社会保険労務士制度推進月間」です。 

愛媛県社会保険労務士会では、広く県民に社労士制度を知っていただくと

ともに、社会貢献活動の一つとして労働問題・年金などの「無料相談会」を

開催します。お気軽にご相談ください。 

 

   開催日時及び開催場所 

〇 令和 7年１０月２６日（日）１０：００～１５：００ 

    ●SAIJO BASE 

〇 令和７年１０月２６日（日）１１：００～１７：００  

●フジグラン今治〔１階 シースルーエレベーター前〕 

●フジグラン松山〔遊々館２階 北側駐車場連絡通路前〕 

●フジグラン重信〔グランモール１階 特設コーナー〕 

●きさいや広場〔屋外スペース〕 

 

相談内容 公的年金、 

健康保険（傷病手当金、出産手当金、高額医療費等） 

労働保険（雇用保険、労災保険、各種給付） 

労働条件（賃金、退職金、労働時間、休日、年次有給休暇） 

        解雇・退職・セクハラ・パワハラ等 

        労使関係（個別労働紛争） 

各種助成金 

 

 

（お問い合わせ先） 

〒790-0813松山市萱町４丁目６番地３ 

愛媛県社会保険労務士会 

事務局長 橋本 珠樹 

ＴＥＬ ０８９－９０７－４８６４ 

ＦＡＸ ０８９－９２３－１１３３ 
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